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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重再生パスを有するビデオデータを少なくとも管理するためのデータ構造を格納する
記録媒体において、
　タイトルの少なくとも１つのセグメントに関する前記ビデオデータのクリップファイル
を格納するデータ領域と、
　少なくとも一つの再生アイテムと、再生アイテムの数を指示する情報を含む再生リスト
ファイルを格納する再生リストディレクトリ領域と、
　クリップ情報ファイルを格納するクリップ情報ディレクトリ領域と
　を含み、
　各クリップファイルはそれぞれ異なる再生パスに関連づけられ、
　前記再生アイテムは、前記再生アイテムによって管理される再生パスを指示するための
パス管理情報と、前記多重再生パスの再生パスの数を示す情報を含み、
　少なくとも１つのＥＰマップ（エントリーポイントマップ）を有する各クリップ情報フ
ァイルは前記データ領域の各クリップファイルと１対１の対応関係を有し、異なるクリッ
プ情報ファイルに含まれる前記ＥＰマップは前記多重再生パスの異なる再生パスに関連づ
けられていることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記セグメントに対するビデオデータの各クリップは前記セグメントに対するビデオデ
ータの異なるカメラアングルを示すことを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
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【請求項３】
　前記ビデオデータはビデオデータパケットとして記録され、各ビデオデータパケットに
はパケット識別子が含まれ、同じ再生パスに対するビデオデータパケットは同じパケット
識別子を有し、
　前記パス管理情報は、再生パスと連係するビデオデータパケットのパケット識別子を識
別することによって、前記再生パスと連係するビデオデータのクリップを識別することを
特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記パス管理情報は前記セグメントの各再生パスにある一番目のビデオデータパケット
に対応するビデオデータパケットを識別することを特徴とする請求項３記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記再生アイテムは、前記ＥＰマップにより識別されたエントリーポイントで実行され
るスムーズなデータ再生の情報をさらに有し、前記多重再生パスのそれぞれの再生パスは
相互に代替可能であることを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項６】
　途切れのないデータ再生の情報は途切れのないアングル変更情報を含むことを特徴とす
る請求項５に記載の記録媒体。
【請求項７】
　前記ＥＰマップは時間的に整列されていることを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項８】
　前記ビデオデータはビデオデータパケットとして記録されて、前記セグメントに対する
他の再生パスと連係する前記ビデオデータパケットの少なくとも一部が多重化されること
を特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記多重化されるビデオデータパケットはビデオデータパケットをベースにして多重化
されることを特徴とする請求項８記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記セグメントに対する各再生パスと連係するビデオデータパケットは、一つまたはそ
れ以上のグループとして記録され、そのグループは多重化されることを特徴とする請求項
８記載の記録媒体。
【請求項１１】
　ビデオデータパケットの各グループは少なくとも一つ以上のＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅを有す
ることを特徴とする請求項１０記載の記録媒体。
【請求項１２】
　各グループの一番目のビデオデータパケットがＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅの開始であることを
特徴とする請求項１１記載の記録媒体。
【請求項１３】
　多重再生パスを有するビデオデータを、記録媒体で再生するのを管理するためのデータ
構造を記録媒体に記録する方法において、
　タイトルの少なくとも１つのセグメントに関する前記ビデオデータのクリップファイル
を前記記録媒体のデータ領域に記録するステップと、
　少なくとも１つの再生アイテムと再生アイテムの数を指示する情報を含む再生リストフ
ァイルを前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域に記録するステップと、
　前記記録媒体のクリップ情報ディレクトリ領域に、クリップ情報ファイルを記録するス
テップと
　を含み、
　各クリップファイルはそれぞれ異なる再生パスに関連づけられ、
　前記再生アイテムは、前記再生アイテムによって管理される再生パスを指示するための
再生管理情報と、前記多重再生パスの再生パスの数を指示する情報を含み、
　少なくとも１つのＥＰマップ（エントリーポイントマップ）を含む各クリップ情報ファ
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イルは、前記データ領域の各クリップファイルと１対１の対応関係を有し、異なるクリッ
プ情報ファイルに含まれる前記ＥＰマップは前記多重再生パスの異なる再生パスに関連づ
けられていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　記録媒体に記録された多重再生パスを有するビデオデータの再生を管理するためのデー
タ構造を再生する方法において、
　前記記録媒体の再生ディレクトリ領域から少なくとも１つの再生アイテムと、再生アイ
テムの数を指示する情報を含む再生リストファイルを再生するステップと、
　前記記録媒体のクリップ情報ディレクトリ領域からクリップ情報ファイルを再生するス
テップと、
　前記記録媒体のデータ領域からタイトルの少なくとも１つのセグメントに関する前記ビ
デオデータのクリップファイルを再生するステップと
　を含み、
　前記再生アイテムは、前記再生アイテムによって管理される再生パスを指示するための
パス管理情報と、前記多重再生パスの再生パスの数を指示する情報を含み、
　少なくとも１つのＥＰマップ（エントリーポイントマップ）を含む各クリップファイル
は、前記データ領域の各クリップファイルに１対１の対応関係を有し、異なるクリップ情
報ファイルに含まれるＥＰマップは前記多重再生パスの異なる再生パスに関連づけられ、
　各クリップファイルはそれぞれ異なる再生パスに関連づけられていることを特徴とする
方法。
【請求項１５】
　多重再生パスを有するビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記
録する装置において、
　前記記録媒体にデータを記録するように構成された光ピックアップと、
　少なくとも多重再生パスを有するビデオデータをエンコーディングするように構成され
たエンコーダと、
　前記光ピックアップに連結され、タイトルの少なくとも１つのセグメントに関する前記
エンコード化されたビデオデータのクリップファイルを、前記記録媒体のデータ領域に記
録するのを制御するように構成されたコントローラと
　を含み、
　各クリップファイルはそれぞれ異なる再生パスに関連づけられ、前記コントローラは、
少なくとも１つの再生アイテムと再生アイテムの数を指示する情報を含む再生リストファ
イルを前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域に記録するように構成され、前記再生
アイテムは、前記再生アイテムによって管理される再生パスを指示するためのパス管理情
報と、前記多重再生パスの再生パスの数を指示する情報を含み、前記コントローラは前記
記録媒体のクリップ情報ディレクトリ領域にクリップ情報ファイルを記録するのを制御す
るように構成され、少なくとも一つのＥＰマップ（エントリーポイントマップ）を含む各
クリップ情報ファイルは、前記データ領域の各クリップファイルと１対１の対応関係を有
し、異なるクリップ情報ファイルに含まれる前記ＥＰマップは前記多重再生パスの異なる
再生パスに関連づけられていることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　記録媒体に記録された多重再生パスを有するビデオデータの再生を管理するためのデー
タ構造を再生する装置において、
　前記記録媒体に記録されたデータを再生するように構成された光ピックアップと、
　前記光ピックアップに連結され、前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域から少な
くとも一つの再生アイテムおよび再生アイテムの数を指示する情報を含んだ再生リストフ
ァイルを再生するのを制御するように構成されたコントローラと
　を含み、
　前記再生アイテムは、前記再生アイテムによって管理される再生パスを指示するための
パス管理情報と前記多重再生パスの再生パスの数を指示する情報を含み、前記コントロー
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ラは前記記録媒体のクリップ情報ディレクトリ領域からクリップ情報ファイルを再生する
のを制御するように構成され、少なくとも１つのＥＰマップ（エントリーポイントマップ
）を含む各クリップ情報ファイルは、前記データ領域の各クリップファイルと１対１の対
応関係を有し、異なるクリップ情報ファイルに含まれる前記ＥＰマップは、前記記録媒体
のデータ領域からのタイトルの少なくとも１つのセグメントに関するエンコード化された
ビデオデータのクリップファイルの再生を制御するように構成された前記多重再生パスの
異なる再生パスに関連づけられ、各クリップファイルはそれぞれ異なる再生パスに関連づ
けられていることを特徴とする装置。
【請求項１７】
　前記再生アイテムは、前記エントリーポイントマップによって識別されたエントリポイ
ントにおいて実行されているスムーズなデータ再生についての情報をさらに有し、前記多
重再生パスのそれぞれの再生パスは相互に代替可能であることを特徴とする請求項１３記
載の方法。
【請求項１８】
　前記スムーズなデータの再生情報には、スムーズなカメラアングル変更情報が含まれる
ことを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記再生アイテムは、前記エントリーポイントマップによって識別されたエントリポイ
ントにおいて実行されているスムーズなデータ再生についての情報をさらに有し、前記多
重再生パスのそれぞれの再生パスは相互に代替可能であることを特徴とする請求項１４に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記スムーズなデータの再生情報には、スムーズなカメラアングル変更情報が含まれる
ことを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記再生アイテムは、前記エントリーポイントマップによって識別されたエントリポイ
ントにおいて実行されているスムーズなデータ再生についての情報をさらに有し、前記多
重再生パスのそれぞれの再生パスは相互に代替可能であることを特徴とする請求項１５に
記載の装置。
【請求項２２】
　前記スムーズなデータの再生情報には、スムーズなカメラアングル変更情報が含まれる
ことを特徴とする請求項２１記載の装置。
【請求項２３】
　前記再生アイテムは、前記エントリーポイントマップによって識別されたエントリポイ
ントにおいて実行されているスムーズなデータ再生についての情報をさらに有し、前記多
重再生パスのそれぞれの再生パスは相互に代替可能であることを特徴とする請求項１６に
記載の装置。
【請求項２４】
　前記スムーズなデータの再生情報には、スムーズなカメラアングル変更情報が含まれる
ことを特徴とする請求項２３記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタイトルの少なくとも一つのセグメントに対する多重再生パスビデオデータの
再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒体、その多重再生パスビデオデータを再
生して記録するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量で記録できる新しい
高密度再生専用または再記録可能光ディスクに対する規格化作業が急速に進み、、再記録



(5) JP 4395575 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のような新しい光ディスクと関連した製品がまも
なく商用化されるものと期待されている。
【０００３】
　図１は、再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のファイル構造を示したもので
ある。そのファイル構造またはデータ構造はＢＤ－ＲＥに記録されるビデオオーディオデ
ータの再生を管理するために用いられる。図１に示したように、データ構造は少なくとも
一つの「ＢＤＡＶ」ディレクトリを有するルートディレクトリを含む。「ＢＤＡＶ」ディ
レクトリには「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」、「ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ
」、「＊．ｒｐｌｓ」、「＊．ｖｐｌｓ」のような再生リストファイルが格納されるＰＬ
ＡＹＬＩＳＴサブディレクトリ、「＊．ｃｌｐｉ」のようなクリップ情報ファイルが格納
されるＣＬＩＰＩＮＦサブディレクトリ、クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２
フォーマットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが格納されるＳＴＲＥＡＭサブディレ
クトリが含まれる。図１は、ディスクのデータ構造だけでなくディスクの領域をも示して
いる。例えば、「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」のような一般情報ファイルはディスクの一般情報
領域に格納される。
【０００４】
　図１に示したＢＤ－ＲＥのデータ構造とディスクフォーマットは広く知られて容易に利
用できるので、以後ファイル構造に対しては簡単に説明する。
【０００５】
　前述したように、ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォ
ーマットのＡ／Ｖストリームファイルが含まれ、またブリッジ－クリップＡ／Ｖストリー
ムファイルという特別な形態のクリップも含まれることがある。ブリッジ－クリップはク
リップのうちから選択された二つ以上の再生区間を滑らかに連結するために使われ、一般
にクリップに比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータのソ
ースパケットが含まれる。例えば、ビデオオーディオデータのソースパケットにはヘッダ
ーと伝送パケットが含まれる。一つのソースパケットには自身にアクセスするためのアド
レスの役割を果たすソースパケット番号（ＳＰＮ：）が含まれる。そのソースパケット番
号は一般に順番に番号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ（ＰＩＤ
）が含まれる。そのＰＩＤは伝送パケットが属する一連の伝送パケットを識別する。一連
の伝送パケットにある各伝送パケットはＰＩＤが同じである。以後、一連の伝送パケット
を伝送パケットシーケンスという。
【０００６】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ情報
ファイルが含まれる。クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型、シーケ
ンス情報、プログラム情報、タイミング情報を指示する。シーケンス情報は到着時間基準
（ＡＴＣ）シーケンスとシステム時間基準（ＳＴＣ）シーケンスを記述する。例えば、シ
ーケンス情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンスの
一番目のソースパケットのアドレス、各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示す
る。プログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼
ばれる。プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始
アドレス、プログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【０００７】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がエントリ
ーポイントマップ（（ＥＰ）Ｍａｐ）である。ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及
び／またはシステム時間ＳＴＣを基準にして、ソースパケットのアドレス（例えば、ソー
スパケットの番号）に対するタイムスタンプを表示する。
【０００８】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
は再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念である。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
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ム（Ｐｌａｙｉｔｅｍ）と呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生
アイテムを識別し、各再生アイテムは、クリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまた
はＳＴＣ基準でプレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ））を示すＩＮ－ｐｏｉｎｔ
とＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識
別し、各再生アイテムは一つのクリップまたはその一部を指示してクリップと連係するク
リップ情報ファイルを識別する。クリップ情報ファイルは再生アイテムをソースパケット
のクリップに連結するために使われる。
【０００９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれる。実再生リストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップは
用いることができない。すなわち、実再生リストはクリップの一部を参照することと見ら
れるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことに見られる
。仮想再生リストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができるので、実
再生リストの概念は仮想再生リストと並存しない。
【００１０】
　「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を
管理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細には同じＢＤＡ
ＶディレクトリのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにある再生リストのファイル名を識別す
る再生リスト目録を含む。
【００１１】
　「ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ２」ファイル
はメニューサムネイルと関連した情報を格納する。「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ
．ｔｄｔ１」、「ｍａｒｋ．ｔｄｔ２」ファイルはマークサムネイルと関連した情報を格
納する。このようなファイルは本発明と直接的な関連がないので、これ以上詳細な説明は
省略する。
【００１２】
　最近ではブルーレイロム（ＢＤ－ＲＯＭ）のような高密度再生専用光ディスクに対する
規格化作業が進行している。しかし、ＢＤ－ＲＯＭのような高密度再生専用光ディスクに
記録されるビデオオーディオデータの再生を管理するデータ構造に対する効率的な解決策
がまだ用意されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであって、本発明の
目的は、多重再生パス及び／または多重タイトルをベースにしてビデオデータの再生を管
理できるようにするファイルまたはデータ構造を有する記録媒体を提供して、前記のよう
なデータ構造を記録して再生する装置と方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による記録媒体には記録媒体に記録された少なくとも多重再生パスビデオデータ
の再生を管理するデータ構造が含まれる。
【００１５】
　本発明の実施態様によれば、記録媒体にはパス管理情報が格納されるパス管理領域が含
まれる。パス管理情報はタイトルの少なくとも一つのセグメントに対する各再生パスと連
係するビデオデータのクリップを識別する。本発明の一実施態様では、セグメントに対す
るビデオデータの各クリップはセグメントに対するビデオデータの異なるカメラアングル
を表すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に
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説明する。
【００１７】
　本発明による高密度光ディスク、例えばＢＤ－ＲＯＭは、図２に示したように、ビデオ
オーディオデータの再生を管理するファイルまたはデータ構造を有する。図２のような本
発明によるデータ構造は様々な面で図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造と同じである
。したがって、同じの部分は詳細な説明を省略する。
【００１８】
　図２に示したように、ルートディレクトリには少なくとも一つのＤＶＰディレクトリが
ある。ＤＶＰディレクトリには一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）、メニューファイ
ル（ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ、ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１等）、実再生リストファイル（＊．ｒｐｌ
ｓ）と仮想再生リストファイル（＊．ｖｐｌｓ）が格納されるＰＬＡＹＬＩＳＴディレク
トリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃｌｐｉ）が格納されるＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ
、クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームクリッ
プファイル（＊．ｍ２ｔｓ）が格納されるＳＴＲＥＡＭディレクトリが含まれる。
【００１９】
　ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖ
ストリームクリップファイルが含まれ、また、ブリッジ－クリップＡ／Ｖストリームファ
イルと呼ばれる特別な形態のクリップも含まれる。ブリッジ－クリップはクリップのうち
から選択された二つ以上の再生区間を滑らかに連結するために使用されるもので、一般に
クリップに比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータのソー
スパケットが含まれる。例えば、ビデオオーディオデータのソースパケットにはヘッダー
と伝送パケットが含まれる。一つのソースパケットには自身にアクセスするためのアドレ
スの役割を果たすソースパケット番号ＳＰＮが含まれる。そのソースパケット番号は一般
に順番に番号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれ
る。ＰＩＤは伝送パケットが属する伝送パケットシーケンスを識別する。伝送パケットシ
ーケンスにある各伝送パケットはＰＩＤが同じである。
【００２０】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ情報
ファイルが含まれる。クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型、シーケ
ンス情報、プログラム情報、タイミング情報を指示する。シーケンス情報は到着時間基準
ＡＴＣシーケンスとシステム時間基準ＳＴＣシーケンスを記述する。例えば、シーケンス
情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンスの一番目の
ソースパケットのアドレスと、各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。プ
ログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼ばれる
。プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始アドレ
ス、プログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【００２１】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がＥＰマッ
プである。ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間ＳＴＣを基
準にして、ソースパケットのアドレス（例えば、ソースパケットの番号）に対するタイム
スタンプを表示する。
【００２２】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
は再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念である。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
ムと呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生アイテムを識別し、各
再生アイテムはクリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼン
テーションタイムスタンプ）を示すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。
換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識別し、各再生アイテムは一つのクリ
ップまたはその一部を指示してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識別する。ク
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リップ情報ファイルは再生アイテムをソースパケットのクリップに連結するために使われ
る。
【００２３】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれる。実再生リストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップは
用いることができない。すなわち、実再生リストはクリップの一部を参照することと見ら
れるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことに見られる
。仮想再生リストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができるので、実
再生リストの概念は仮想再生リストと並存しない。
【００２４】
　「ｉｎｆｏ．ｄｖｐ」ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を管
理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであり、さらに詳細にはＰＬＡＹＬＩＳ
Ｔディレクトリにある再生リストのファイル名を識別する再生リスト目録を含む。「ｉｎ
ｆｏ．ｄｖｐ」ファイルに対しては本発明の実施形態と関連して次にさらに詳細に説明す
る。
【００２５】
　図２では、本発明の実施形態による記録媒体のデータ構造を示すだけでなく、記録媒体
の領域をも示している。例えば、一般情報ファイルは一つ以上の一般情報領域に記録され
、再生リストディレクトリは一つ以上の再生リストディレクトリ領域に記録され、再生リ
ストディレクトリ内の各再生リストは記録媒体の一つ以上の再生リスト領域に記録される
。図２のデータ構造を有する記録媒体に対して例示している図３に示したように、記録媒
体にはファイルシステム情報領域、データベース領域、Ａ／Ｖストリーム領域が含まれる
。データベース領域には一般情報ファイルと再生リスト情報が記録される領域とクリップ
情報領域が含まれる。一般情報ファイルと再生リスト情報が記録される領域には、一般情
報ファイル領域の一般情報ファイルと、再生リスト情報領域のＰＬＡＹＬＩＳＴディレク
トリと再生リストファイルが記録される。クリップ情報領域には、ＣＬＩＰＩＮＦディレ
クトリと、関連クリップ情報ファイルが記録される。Ａ／Ｖストリーム領域には多様なタ
イトルのＡ／Ｖストリームが記録される。
【００２６】
　ビデオオーディオデータは一般に個別タイトルとして編成されている。例えば、ビデオ
オーディオデータにより表現される異なる映画は異なるタイトルとして編成される。また
、タイトルは、本がチャプターとして編成されるように多くのチャプターとして編成でき
る。
【００２７】
　ＢＤ－ＲＯＭのような新しい高密度記録媒体は記録容量が非常に大きいため、異なるタ
イトル、様々なバージョンのタイトル、または一タイトルの一部を格納して再生すること
ができる。例えば、異なるカメラアングルのビデオデータを記録媒体に記録したり、他の
実施形態では、タイトルに対する様々バージョンまたは異なる言語と関連した一部も記録
媒体に記録することができ、さらに他の実施形態では、タイトルに対する監督バージョン
または映画館用バージョンも記録媒体に記録することができる。または、一タイトルの成
人バージョン、青年バージョン、父母が制限できる少年バージョンなどをも記録媒体に記
録することができる。各バージョンは異なる再生パスを有している。このような場合のビ
デオデータは多重再生パスビデオデータと呼ばれる。本発明は、多重パスビデオデータに
対する前記例に限らず、多重再生パスビデオデータのある類型またはそれらの組合せに対
しても適用可能である。後の実施形態で詳細に説明するが、本発明のデータ構造には、記
録媒体に記録される多重再生パスビデオデータの再生を管理するためのパス管理情報及び
／またはナビゲーション情報が含まれる。
【００２８】
　ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域にタイトルとして記録される、
例えば、マルチストーリー、父母制限水準、多重アングルデータストリームのような多重
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再生パスデータストリームは複数のクリップファイルとして管理される。例えば、図４Ａ
のクリップファイル１ないし３は一つのタイトルに対応しており、クリップファイルに記
録されるＡ／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フォーマットの伝送パケットＴＰの形態を有す
る。
【００２９】
　多重パスデータストリームのＴＰには、パスを識別するためにパス（例えば、異なるカ
メラアングル）それぞれに固有なパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれる。パス１に該当するク
リップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩ
Ｄ＝Ｐ」情報が含まれ、パス２に該当するクリップファイル２のＴＰ（ＴＰ２）には「Ｖ
ｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ」情報が含まれ、同様にパス３に該当
するクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｃ」と「Ａｕｄｉ
ｏ_ＰＩＤ＝Ｓ」情報が含まれる。
【００３０】
　パス１、２、３にそれぞれ該当するクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、Ｂ
Ｄ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にイ
ンタリーブされた状態で記録される。多重再生パスに対するＴＰは、ＰＩＤをベースにし
てインタリーブされてインタリーブブロックになるが、各インタリーブブロックは少なく
とも一つのイントラ符号化ピクチャーが含まれる。そして、各インタリーブブロックの一
番目の伝送パケットＴＰはＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが始まる伝送パケットＴＰである。
【００３１】
　クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するクリップ情報ファイル１、２、３には
各再生パスのＴＰに選択的にアクセスするためのサーチ情報が含まれる。例えば、図４Ａ
に示したように、各クリップ情報ファイルには一つまたはそれ以上のエントリーポイント
マップ（（ＥＰ）Ｍａｐ）が含まれる。ＥＰマップは連係するクリップファイルにあるＴ
Ｐのソースパケット番号（ＳＰＮ）を連結するプレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴ
Ｓ）を含んでいる。一実施形態では、多重再生パスデータストリームに含まれるパスの数
とＥＰマップとの間に一対一の関係がある。図４Ａの実施形態において、クリップファイ
ル１、２、３にそれぞれ該当するＥＰマップ１、２、３は対応するクリップ情報ファイル
１、２、３に生成されて記録される。
【００３２】
　図４Ｂでは異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列を示して
いる。ＥＰマップは再生アイテムで指示されたのと同じように、プレゼンテーションタイ
ムスタンプをソースパケットに連結する。さらに詳細には、プレゼンテーションタイムス
タンプはソースパケットのアドレスまたは識別子に連結される。アドレスまたは識別子は
ソースパケット番号ＳＰＮである。図４Ｂにはクリップファイル１、２、３それぞれに対
してプレゼンテーションタイムスタンプ軸に沿ったソースパケット番号でソースパケット
をさらに示している。図示したように、ＥＰマップ１、２、３それぞれのソースパケット
は同じプレゼンテーションタイムスタンプを有する。例えば、クリップファイル１でのソ
ースパケットｘ１、クリップファイル２でのソースパケットｙ１、クリップファイル３で
のソースパケットｚ１が同じプレゼンテーションタイムスタンプＴ１を有する。すなわち
、ＥＰ　ｍａｐ１、２、３は時間整列されている。このような時間整列のため、再生して
いる間に再生パスが変わってもビデオデータに対してスムースな再生が可能になる。図４
では二つの同心円で再生パスの変化を示している。図示したように、ユーザーがソースパ
ケットｙ２の再生途中でクリップファイル２からクリップファイル１に再生パスを変える
と、ソースパケットｙ２の再生を終えた後ソースパケットｘ３が次に再生するソースパケ
ットになる。同様に、もしユーザーがソースパケットｘ４の再生途中でクリップファイル
１からクリップファイル３へ再生パス（例えば、カメラアングル）を変えると、ソースパ
ケットｘ４の再生を終えた後ソースパケットｚ５が再生される。本実施形態でのソースパ
ケット番号は単に例示であるだけであって、一般に一つのクリップファイルでのソースパ
ケットは異なるクリップファイルでの時間整列されたソースパケットのソースパケット番
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号と同じではない。
【００３３】
　図５では本発明の実施形態による一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）の一部を例示
している。一般情報ファイルには「ＴａｂｌｅＯｆＰｌａｙｌｉｓｔｓ」という情報フィ
ールドがあるが、その再生リスト目録（ＴａｂｌｅＯｆＰｌａｙｌｉｓｔｓ）には情報フ
ィールドの長さとＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにある再生リストの数が記録される。そ
して、各再生リストに対して、再生リスト目録に再生リストのファイル名（ＰｌａｙＬｉ
ｓｔ_ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ）とパス番号（Ｐａｔｈ＿ｎｕｍｂｅｒ）が記録される。パス番
号は連係する再生リストが属するパスを指示することによってパス管理情報を提供する。
図４Ａと図４Ｂの実施形態において、一つのクリップには各パスが対応する。したがって
、各再生リストファイルには一つの再生アイテムが含まれ、再生アイテムは再生リストフ
ァイルのようなパスに連係する一つのクリップを指摘する。しかし、本発明はそれに限ら
ない。
【００３４】
　本発明の他の実施形態において、再生リスト目録にパス管理情報が含まれない。この実
施形態では、図６に示したように、パス管理情報が再生リストファイルとして提供される
。各再生リストファイルにはファイルの長さ、再生リストを形成する再生アイテムの個数
（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_Ｐｌａｙｉｔｅｍｓ）が記録される。各再生アイテムに対して、再
生アイテム情報フィールドが再生リストファイルに提供される。ここで、各再生アイテム
は再生アイテムの番号で識別される。図６に示したように、再生アイテム情報フィールド
にはフィールドの長さとパス番号（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂｅｒ）が含まれる。パス番号は連
係する再生アイテムが属するパスを指定することによってパス管理情報を提供する。
【００３５】
　図７は、本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示したものである。
Ａ／Ｖエンコーダ９は、オーディオビデオデータの入力を受けてエンコーディングして、
コーディング情報とストリーム特性情報と共にマルチプレクサ８に出力する。マルチプレ
クサ８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリームを生成するために、入力されたコーディ
ング情報とストリーム特性情報を基にしてエンコーディングされたオーディオビデオデー
タを多重化する。ソース・パケッタイザ７はマルチプレクサから入力された伝送パケット
を光ディスクのオーディオビデオフォーマットに適合するソースパケットにパケット化す
る。図７に示したように、Ａ／Ｖエンコーダー９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタ
イザ７の動作はコントローラ１０により制御される。コントローラ１０がユーザーから記
録命令を受信すると、Ａ／Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザ７
に制御情報を送る。例えば、コントローラ１０は、Ａ／Ｖエンコーダ９に実行するエンコ
ーディング類型を指示し、マルチプレクサ８に生成する伝送ストリームを指示し、ソース
・パケッタイザ７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、コントローラ１０
は光ディスクにソース・パケッタイザ７の出力を記録できるようにドライブ３を制御する
。
【００３６】
　また、コントローラ１０は光ディスクに記録されているオーディオビデオデータの再生
を管理するためのパス管理情報を作りだす。例えば、ユーザーとのインターフェース（デ
ィスクに格納されていた、またはイントラネットまたはインターネットを介して提供する
命令語）を介して受けた情報を基礎にして、コントローラ１０は光ディスクに図２、図４
、及び図５または図６のデータ構造を記録するようにコントローラ３を制御する。
【００３７】
　再生期間には、コントローラ１０はデータ構造を再生するようにドライブ３を制御する
。すなわち、ディスクに含まれた情報とユーザーインターフェース（記録及び再生装置の
操作ボタンまたはその装置と関連した遠隔操作）を介して受けたユーザー入力を基にして
、コントローラ１０は光ディスクからオーディオビデオソースパケットを再生するように
ドライブ３を制御する。例えば、ユーザー入力は再生するパスを指定できる。このような
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ユーザー入力は、例えば、コントローラ１０にあらかじめプログラムされたＧＵＩベース
のメニューを介して、指定することができる。ユーザー入力と光ディスクから読み出され
るパス管理情報を利用して、コントローラ１０は指定されたパスの再生を制御する。
【００３８】
　例えば、特定のパスを選択するためには、コントローラ１０は再生パスの個数を確認す
るために各再生アイテムに対するパス番号を調査して、ユーザーが再生するパスを選択で
きるようにする。パス管理情報には再生する再生パスと関連した意味ある情報を含めるこ
とができる。再生期間に、再生作動を行うために、選択されたパスに対するＥＰマップが
アクセスされる。そして、再生している間にユーザーがパスを変更する場合、再生されて
いるパスのＥＰマップと時間的に整列された新しいパスのＥＰマップを用いて中断せずに
パス変更を行うことができる。
【００３９】
　ソース・デパケッタイザ４は再生されたソースパケットの入力を受けてＭＰＥＧ－２伝
送パケットストリームのようなデータストリームに変換する。デマルチプレクサ５はデー
タストリームをエンコーディングされたビデオオーディオデータに逆多重化する。Ａ／Ｖ
デコーダ６はエンコーディングされたビデオオーディオデータをデコーディングして元の
ビデオオーディオデータにする。再生期間、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレク
サ５、Ａ／Ｖデコーダ６の動作はコントローラ１０により制御される。コントローラ１０
がユーザーから再生命令を受信すると、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレクサ５
、Ａ／Ｖデコーダ６に制御情報を送る。例えば、コントローラ１０は、ソース・デパケッ
タイザ４にソースパケットのフォーマットを指示し、デマルチプレクサ５に逆多重化する
伝送ストリームを指示し、Ａ／Ｖデコーダ６に実行するデコーディング類型を指示する。
【００４０】
　図７には記録及び再生装置に関して示しているが、図７の構成要素一部だけで記録動作
または再生作動だけ提供する専用記録装置または専用再生装置も可能である。
【００４１】
　図８は、図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、ＥＰマップ
に対する二番目の実施形態を示したものである。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭのよ
うな記録媒体の物理的データ記録領域に記録される多重パスデータストリームは複数のク
リップファイルとして管理される。例えば、図８のクリップファイル１ないし３は一つの
タイトルに該当して、クリップファイルに記録されるＡ／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フ
ォーマットの伝送パケットＴＰの形態を有する。
【００４２】
　パス１に該当するクリップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ
」とＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれ、パス２に該当するクリップファイル２のＴ
Ｐ（ＴＰ２）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ」とＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ」情報が含まれ、
同様にパス３に該当するクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ
＝Ｃ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｓ」情報が含まれる。パス１、２、３にそれぞれ該当す
るクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体の物理
的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にインタリーブされた状態で記録される
。前で説明したように、一実施形態で異なるパスは異なるカメラアングルとすることがで
きる。
【００４３】
　多重再生パスに対するＴＰはインタリーブされてインタリーブブロックになるが、各イ
ンタリーブブロックは少なくとも一つのＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが含まれる。各インタリーブ
ブロックの一番目の伝送パケットＴＰはＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが始まる伝送パケットＴＰで
ある。
【００４４】
　図８に示されているように、ＢＤ－ＲＯＭの物理的データ記録領域に一つのタイトルと
して記録される単一パスと多重パスＡ／Ｖストリームの再生制御のためのパス管理情報は
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クリップファイルに対応するクリップ情報ファイルに記録される。
【００４５】
　例えば、パス管理情報はクリップファイル１、２、３に対応するクリップ情報ファイル
にパスシーケンス情報として記録され、管理される。パスシーケンス情報には、記録セグ
メント、例えば記録セグメント１、２、３に対応するパスシーケンス番号（Ｐａｔｈ_Ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ_Ｎｕｍｂｅｒｓ）とビデオ／オーディオＰＩＤが含まれる。
【００４６】
　さらに詳細には、一番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃１
には、この記録セグメントが一番目の再生パスに対するビデオデータだけを含むというこ
とを指す「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれ、二番目
の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃２には、この記録セグメント
が一番目、二番目、三番目の再生パスに対するビデオデータを含むということを指す「Ｖ
ｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ、Ｂ、Ｃ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ、Ｒ、Ｓ」情報が含まれ、三
番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃３には、この記録セグメ
ントのビデオデータが一番目の再生パスに対するビデオデータだけを含むということを指
す「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれる。
【００４７】
　各パスシーケンスにはそのシーケンスにある各再生パスに対するソースパケット番号Ｓ
ＰＮが含まれる。再生パスに対するＳＰＮは再生シーケンスにある再生パスに対する一番
目のソースパケットである。
【００４８】
　パスシーケンスはパスシーケンスに含まれる再生パスを一つまたはそれ以上有するビデ
オデータセグメントに対応する。パスシーケンスの個数は３個に限られない。
【００４９】
　図８では、パスシーケンス情報だけでなく、記録セグメント１ないし３に記録される各
再生パスのＴＰに選択的にアクセスするために同じサーチ情報を提供するクリップファイ
ル１、２、３に対するクリップ情報ファイルを示している。例えば、同一のＥＰマップが
クリップ情報ファイルにより提供される。クリップ情報ファイルに記録されるＥＰマップ
情報が一つのＥＰマップとして管理される時、異なる再生パスのＴＰのＰＴＳとＳＰＮは
他のパスのＴＰが記録される順序と同じ順序でインタリーブされてＥＰマップに記録され
る。
【００５０】
　代りに、図４Ａと図４Ｂに示したように、ＥＰマップと再生パスの間に一対一の対応関
係を持たせても良い。図８の場合に、パス１、２、３のＴＰの集合にそれぞれ対応する３
個のＥＰマップＥＰ_ｍａｐ１、２、３がクリップ情報ファイルに生成されて記録される
。
【００５１】
　クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するクリップ情報ファイル１、２、３には
各再生パスのＴＰに選択的にアクセスするためのサーチ情報が含まれる。例えば、図４Ａ
に示したように、各クリップ情報ファイルには一つまたはそれ以上のエントリーポイント
マップ（（ＥＰ）Ｍａｐ）が含まれるが、そのＥＰマップには連係するクリップファイル
にあるＴＰのソースパケット番号（ＳＰＮ）を連結するプレゼンテーションタイムスタン
プ（ＰＴＳ）が含まれる。一実施形態において、多重再生パスデータストリームに含まれ
るパスの数とＥＰマップとの間に一対一の関係がある。図４Ａの実施形態において、クリ
ップファイル１、２、３にそれぞれ該当するＥＰマップ１、２、３は対応するクリップ情
報ファイル１、２、３に生成されて記録される。
【００５２】
　図７の記録及び再生装置は、図８の実施形態に対して、図４Ａと図４Ｂで説明したこと
と同様に作動する。しかし、他の再生方法も可能であって、本発明はそれに限らない。例
えば、クリップ情報ファイル内のパスシーケンス情報形態のパス管理情報を多重再生パス



(13) JP 4395575 B2 2010.1.13

10

20

30

ビデオデータの再生を管理するために読み出して使用することができる。コントローラ１
０は各パスシーケンスのＰＩＤを調査して再生パスの個数を確認して、ユーザーが再生パ
スを選択できるようにする。もし、一つのＥＰマップが提供されれば、コントローラ１０
は、選択されたパスのＥＰマップとＰＩＤを用いて、選択された再生パスに適合したクリ
ップファイルを再生する。もし、各再生パスに対するＥＰマップが提供されれば、選択さ
れた再生パスに該当するＥＰマップを使用して選択された再生パスに対するクリップファ
イルを再生する。再生している間にユーザーがパスを変更する場合、再生されているパス
のＥＰマップと時間的に整列された新しいパスのＥＰマップを用いて途切れなくパス変更
を行う。
【００５３】
　したがって、前記のように構成される本発明は、多重再生パスをベースにしてビデオデ
ータを管理できるようにすることによって、ユーザーの嗜好や便宜に合せてビデオデータ
を再生できる柔軟性を提供する。
【００５４】
　以上、前述した本発明の望ましい実施形態は例示の目的のために開示されたものであっ
て、ＢＤ－ＲＯＭ以外の他の光ディスクにも拡大適用が可能であり、また当業者ならば以
下添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内において
、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の規格による再記録可能光ディス
クのファイルまたはデータ構造を示したものである。
【図２】本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する実施形態を示したも
のである。
【図３】図２のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示したものである。
【図４Ａ】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、ＥＰマップ
に対する一番目の実施形態を示したものである。
【図４Ｂ】異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列を示したも
のである。
【図５】図２のデータ構造で使われる再生パス管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目の実施形態を示したものである。
【図６】図２のデータ構造で使われる再生パス管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目の実施形態を示したものである。
【図７】本発明による光ディスク記録及び再生装置の構成を示したものである。
【図８】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、ＥＰマップに
対する二番目の実施形態を示したものである。
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